
明石市工場立地法地域準則条例の一部改正（素案）【新旧対照表】 

 

改   正 現   行 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は、工場立地法（昭和34年法律

第24号。以下「法」という。）第４条の２第１

項の規定に基づき、法第４条第１項の規定によ

り公表された準則（以下「法準則」という。）

に代えて適用すべき準則を定めるとともに、

市、特定工場及び地域住民が特定工場の周辺地

域における生活環境等の向上に資する取組を

行うことにより、本市の地域産業の活性化、地

域における生活環境等との調和及びパートナ

ーシップのまちづくりを推進することを定め

るものとする。 

第１条 この条例は、工場立地法（昭和34年法律

第24号。以下「法」という。）第４条の２第１

項の規定に基づき、法第４条第１項の規定によ

り公表された準則に代えて適用すべき準則を

定めるものとする。 

第２条～第６条 （略） 第２条～第６条 （略） 

（周辺地域における生活環境等の向上に資す

る取組等） 

（周辺環境への配慮） 

第７条 法第６条第１項、第７条第１項又は第８

条第１項の規定による届出が行われる場合で

あって、当該届出に係る特定工場の緑地の面積

又は緑地面積率が次の各号に掲げる当該届出

の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合

に該当するときは、明石市版ネット・ポジティ

ブ・インパクト（第３条の規定による緑地面積

率の緩和後における特定工場の周辺地域の経

済、環境及び社会の全体が、当該緩和の前と比

してより良いものとなることをいう。以下同

じ。） として、市、当該届出を行う者（以下

「対象事業者」という。）及び地域住民のパー

トナーシップの下、当該特定工場の周辺地域に

おける生活環境等の向上に資する取組（以下

「緑化等の取組」という。）が行われなければ

ならない。  

(１) 法第６条第１項の規定による届出 当

該届出に係る特定工場の緑地面積率が法準

則に定める割合を下回る場合 

(２) 法第７条第１項又は第８条第１項の規

第７条 第３条の規定による緑地面積率又は環

境施設面積率の適用を受ける特定工場を設置

しようとする者及び設置している者は、緑地の

質的な充実、緑化の推進に役立てる活動及び当

該特定工場の周辺地域における生活環境の保

全に寄与する社会貢献活動に積極的に取り組

むよう努めるものとする。 



定による届出 当該届出に係る特定工場の

緑地の面積が減少し、かつ、当該減少後の緑

地面積率が法準則に定める割合を下回る場

合 

２ 対象事業者は、緑化等の取組として、良質な

緑地の形成、二酸化炭素排出量の削減、地域貢

献活動その他の取組を実施するものとする。た

だし、当該対象事業者は、これにより難い場合

にあっては、その選択に基づき、市が行う緑化

の推進のための費用を拠出することをもって

緑化等の取組に代えることができる。 

（新 設） 

３ 市長は、緑化等の取組の内容に関するガイド

ラインを策定するものとする。 

（新 設） 

４ 地域住民は、緑化等の取組に積極的に協力す

るよう努めるものとする。 

（新 設） 

５ 対象事業者は、緑化等の取組及び第２項ただ

し書の規定による費用の拠出を行う前に、市長

と協議を行うものとする。 

（新 設） 

６ 市長は、対象事業者及び地域住民に対し、緑

化等の取組に関し積極的な情報の提供及び助

言を行うとともに、必要な支援を行うものとす

る。 

（新 設） 

（明石市ネット・ポジティブ・インパクトアド

バイザリー会議の設置） 

 

第８条 対象事業者が計画する緑化等の取組の

内容が当該取組に係る特定工場の周辺地域に

おける生活環境等の向上に資するかどうかに

ついて専門的な立場から総合的に評価し、及び

助言するため、明石市ネット・ポジティブ・イ

ンパクトアドバイザリー会議（以下「アドバイ

ザリー会議」という。）を置く。 

（新 設） 

２ アドバイザリー会議は、委員５人以内をもっ

て組織する。 

 

３ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が任

命する。 

 

(１) 学識経験を有する者  

(２) 経済団体を代表する者  

(３) 環境団体を代表する者  

(４) 次条第２項に規定する地域組織を代表  



する者 

(５) その他市長が特に必要と認める者  

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が

欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

 

５ 委員は、再任されることができる。  

６ アドバイザリー会議は、対象事業者が計画す

る緑化等の取組を評価し、市長に意見を述べる

ことができる。 

 

７ 市長は、前項の意見を受けたときは、その内

容を尊重して緑化等の取組の評価を行い、速や

かにその結果を対象事業者に通知するととも

に、必要に応じて、当該緑化等の取組に係る助

言を行うものとする。 

 

（協定の締結等）  

第９条 市、対象事業者及び地域組織は、緑化等

の取組及び第７条第２項ただし書に規定する

費用の拠出を内容とする協定を締結するもの

とする。 

（新 設） 

２ 前項の「地域組織」とは、前項の協定に係る

特定工場が立地する小学校区に設立された協

働のまちづくり推進組織（明石市自治基本条例

（平成22年条例第３号）第17条第１項に規定す

る協働のまちづくり推進組織をいう。）及びこ

れに準ずる組織として市長が別に定める組織

をいう。 

 

（情報の提供及び表彰）  

第10条 市長は、対象事業者が行う緑化等の取組

について、市民へ情報提供を行うとともに、当

該緑化等の取組が地域における経済、環境及び

社会の全体に著しく良好な影響を与えたと認

めるときは、その功績を表彰するものとする。 

（新 設） 

（委任）  

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市

長が別に定める。 

（新 設） 

  

備考 

１ 改正部分は、下線の部分である。 

２ 改正の欄に「（削 る）」とある場合は、現行の欄の改正部分を削る。 



３ 現行の欄に「（新 設）」とある場合は、改正の欄の改正部分を加える。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の明石市工場立地法地域準則条例第７条から第10条までの規

定は、この条例の施行の日以後に法第６条第１項、第７条第１項、または第８条第１項

の規定により届出を行う特定工場について適用する。 

 


